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香川県立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月30日 

香 川 県 教 育 委 員 会   

香川県教育委員会規則第８号 

   香川県立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

香川県立学校の管理運営に関する規則（昭和33年香川県教育委員会規則第11号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（報告） （報告） 

第14条 校長は、月別の職員の勤務状況について、翌月の10日までに、別に

定める方法により教育長に報告しなければならない。 

第14条 校長は、次の表の左欄に掲げる状況について、それぞれ、同表の中

欄に掲げる期間内に、同表の右欄に掲げる様式によって、教育長に報告し

なければならない。 

  左欄 中欄 右欄  

  月別の職員の勤務状況 翌月の１日から10日まで 第10号様式  

  卒業証書又は修了証書

の授与状況 

授与した日から５日後まで 第11号様式  

２ 校長は、卒業証書又は修了証書の授与状況について、授与した日から５

日後までに、第11号様式により教育長に報告しなければならない。 

 

３ 略 ２ 略 
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第10号様式 削除 第10号様式（第14条関係） 

 

 

服 務 月 例 報 告 書                      

学校名                

年  月                               校 長 氏        名   

職    氏    名 区    分 期        間 日・時 間 数 備         考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 備考 

１ 「区分」の欄は、病気休暇、産前休暇、産後休暇、介護休暇、介護時間、子育て部分休暇、部分休業及び欠勤の別を記入す

ること。 

２ 病気休暇及び介護休暇にあっては医師の診断書等の写しを、産前休暇及び産後休暇にあっては医師又は助産師の証明書の写

しを添付すること。 

３ 介護休暇、介護時間、子育て部分休暇及び部分休業にあっては、それぞれの実績が分かる書類を添付すること。  
  

附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第14条第１項の規定は、この規則の施行の日以後の職員の勤務状況に係る報告について適用し、同日前の職員の勤務状況に係る報告については、

なお従前の例による。 


